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(57)【要約】
【課題】小さく折り畳んで収納可能な衣料品を収納する
ための小型の紙箱でありながら、簡単な操作によって内
容物の衣料品を展示するためのハンガーとして使用可能
な紙箱を提案するもの。
【解決手段】１枚のブランクシートを折罫線で折って組
み立てる紙箱であって、ブランクシートは、紙裏から見
て底面板２を中心に、それぞれ折罫線を介して下方向に
は、前側面板３、前天面板４を連設し、右方向には、右
側面板５、右天面フラップ６を連設し、左方向には、左
側面板７、左天面フラップ８を連設し、上方向には、後
側面板９、後天面板１０を連設し、後天面板は、ハンガ
ー板１および、ハンガー板２を有し、ハンガー板中央折
罫線１６を折ることによりハンガー板１および２が重な
って１つのハンガー１３を形成し、ハンガー板１および
２は、左右のハンガー板折罫線１７、１８を折込むこと
により底面板と同じ幅寸法の天面板１１を形成すること
を特徴とする紙箱である。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　１枚のブランクシートを折罫線で折って組み立てる紙箱であって、該ブランクシートは
、紙裏から見て底面板を中心に、下方向には、それぞれ折罫線を介して前側面板、前天面
板を連設し、右方向には、それぞれ折罫線を介して右側面板、右天面フラップを連設し、
左方向には、それぞれ折罫線を介して左側面板、左天面フラップを連設し、上方向には、
それぞれ折罫線を介して後側面板、後天面板を連設し、
　該後天面板は、折罫線を介して連設され、左右のハンガー板切出し線によって中央部を
残して切り出されるハンガー板１および、ハンガー板１からハンガー板中央折罫線を介し
て連設されるハンガー板２を有し、前記ハンガー板中央折罫線を折ることによりハンガー
板１およびハンガー板２が重なって１つのハンガーを形成し、
　ハンガー板１およびハンガー板２は、ハンガー板右折罫線およびハンガー板左折罫線を
折込むことにより底面板と同じ幅寸法の天面板を形成することを特徴とする紙箱。
【請求項２】
　前記ハンガー板２は先端に差込突起１を有し、差込突起１を前天面板に設けられた切込
１に挿入することにより、天面板が閉じた状態に係止されることを特徴とする請求項１に
記載の紙箱。
【請求項３】
　前記ハンガー板２は、差込突起４を有し、前記ハンガー板中央折罫線を折り、差込突起
４をハンガー板１の付け根部分に設けられた切込４に挿入することにより、ハンガー板１
およびハンガー板２が一体として係止されることを特徴とする請求項１または２に記載の
紙箱。
【請求項４】
　前記前天面板は先端部の左右の端部に差込突起２および差込突起３を有し、差込突起２
および差込突起３を左右天面フラップに設けた切込２および切込３にそれぞれ挿入するこ
とにより、前天面板が係止され、底面板との間にポケットを形成することを特徴とする請
求項１～３のいずれか１項に記載の紙箱。
【請求項５】
　前記ハンガー板中央折罫線は、平行する２本の折罫線からなることを特徴とする請求項
１～４のいずれか１項に記載の紙箱。
【請求項６】
　前記底面板の中央部にＵ字型のＵ字型切出し線を有し、該Ｕ字型切出し線を切断してＵ
字型切出し線の内部を後側に折り返すことにより、帽子掛けが形成されることを特徴とす
る請求項１～５のいずれか１項に記載の紙箱。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はシャツなどの衣料品を収納して販売するための紙箱に関し、簡単な操作によっ
て内容物である衣料品を展示するためのハンガーに改造することが可能な紙箱に関する。
【背景技術】
【０００２】
　洋服や高級なシャツなどの衣料品は、化粧箱に収納された状態で販売されることがある
が、従来の身と蓋のみからなる洋服箱は、単なる箱であるために、内部に収納した洋服が
運搬中に偏って、場合によっては型崩れするという問題があった。
【０００３】
　そこで、衣料品を収納するための紙箱において、衣料品を掛けるハンガー機能を持った
紙箱が考案されている。特許文献１に記載された一枚の板体からなる洋服包装箱は、この
問題を解消するためになされたものであり、厚紙等からなる一枚の板体に、掛部、表部、
底部、裏部を形成し、ハンガーとなる掛部に洋服を掛けて収納するようにした洋服包装箱
である。
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【０００４】
　特許文献１に記載された洋服包装箱は、洋服などのように、小さく折り畳むことのでき
ない衣料品を対象としたものであり、販売後に運搬される状況を主として考慮したもので
ある。従って箱の横寸法は衣料品の肩幅すなわちハンガーの幅以上に必要であり、相当に
大きな箱とならざるを得ない。またこの包装箱は、内容物を店頭において展示するための
用途には、不向きである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】実公昭５５－２１６１０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明の解決しようとする課題は、シャツなどのように小さく折り畳んで収納可能な衣
料品を収納するための小型の紙箱でありながら、簡単な操作によって内容物の衣料品を展
示するためのハンガーとして使用可能な紙箱を提案するものである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記の課題を解決するための手段として、請求項１に記載の発明は、１枚のブランクシ
ートを折罫線で折って組み立てる紙箱であって、該ブランクシートは、紙裏から見て底面
板を中心に、下方向には、それぞれ折罫線を介して前側面板、前天面板を連設し、右方向
には、それぞれ折罫線を介して右側面板、右天面フラップを連設し、左方向には、それぞ
れ折罫線を介して左側面板、左天面フラップを連設し、上方向には、それぞれ折罫線を介
して後側面板、後天面板を連設し、該後天面板は、折罫線を介して連設され、左右のハン
ガー板切出し線によって中央部を残して切り出されるハンガー板１および、ハンガー板１
からハンガー板中央折罫線を介して連設されるハンガー板２を有し、前記ハンガー板中央
折罫線を折ることによりハンガー板１およびハンガー板２が重なって１つのハンガーを形
成し、ハンガー板１およびハンガー板２は、ハンガー板右折罫線およびハンガー板左折罫
線を折込むことにより底面板と同じ幅寸法の天面板を形成することを特徴とする紙箱であ
る。
【０００８】
　本発明に係る紙箱は、天面板の一部を展開して折込むことにより箱の寸法よりも幅の広
いハンガーを形成することができる。
【０００９】
　また、請求項２に記載の発明は、前記ハンガー板２が先端に差込突起１を有し、差込突
起１を前天面板に設けられた切込１に挿入することにより、天面板が閉じた状態に係止さ
れることを特徴とする請求項１に記載の紙箱である。
【００１０】
　また、請求項３に記載の発明は、前記ハンガー板２が、差込突起４を有し、前記ハンガ
ー板中央折罫線を折り、差込突起４をハンガー板１の付け根部分に設けられた切込４に挿
入することにより、ハンガー板１およびハンガー板２が一体として係止されることを特徴
とする請求項１または２に記載の紙箱である。
【００１１】
　また、請求項４に記載の発明は、前記前天面板が先端部の左右の端部に差込突起２およ
び差込突起３を有し、差込突起２および差込突起３を左右天面フラップに設けた切込２お
よび切込３にそれぞれ挿入することにより、前天面板が係止され、底面板との間にポケッ
トを形成することを特徴とする請求項１～３のいずれか１項に記載の紙箱である。
【００１２】
　また、請求項５に記載の発明は、前記ハンガー板中央折罫線が、平行する２本の折罫線
からなることを特徴とする請求項１～４のいずれか１項に記載の紙箱である。
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【００１３】
　また、請求項６に記載の発明は、前記底面板の中央部にＵ字型のＵ字型切出し線を有し
、該Ｕ字型切出し線を切断してＵ字型切出し線の内部を後側に折り返すことにより、帽子
掛けが形成されることを特徴とする請求項１～５のいずれか１項に記載の紙箱である。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明に係る紙箱は、紙箱の上蓋部を構成する天面板に、左右のハンガー板切出し線に
よって中央部を残して切り出されるハンガー板１および、ハンガー板１からハンガー板中
央折罫線を介して連設されるハンガー板２を有し、ハンガー板中央折罫線を折ることによ
りハンガー板１およびハンガー板２が重なって１つのハンガーを形成するようにしたので
、箱の幅寸法より幅の広いハンガーを形成することができ、逆に言えばハンガーの幅より
も幅寸法の小さい箱にすることができる。
【００１５】
　２枚のハンガー板をハンガー板中央折罫線で折って１つのハンガーを形成するようにし
た事により、ハンガーの厚さが厚くなり、剛性が確保できた。その結果、内容物である衣
料品が掛け易くなり、衣料品の痛みも生じない。
【００１６】
　ハンガー部の両側を左右のハンガー板折罫線に沿って箱の幅に合わせて折り込むことに
より、底面板と同じ幅寸法の天面板を形成するようにしたが、連設された２枚のハンガー
板を、左右のハンガー板折罫線と直交するハンガー板中央折罫線で折るようにしたので、
左右のハンガー板折罫線の折り癖が解消され、ハンガー板の平面性が確保された。
【００１７】
　請求項２に記載の発明のように、ハンガー板２が先端に差込突起１を有し、差込突起１
を前天面板に設けられた切込１に挿入することにより、天面板が閉じた状態に係止される
ようにした場合には、箱の蓋となる天面板が不用意に開いてしまうことがない。
【００１８】
　また請求項３に記載の発明のように、ハンガー板２が、差込突起４を有し、ハンガー板
中央折罫線を折り、差込突起４をハンガー板１の付け根部分に設けられた切込４に挿入す
ることにより、ハンガー板１およびハンガー板２が一体として係止されるようにした場合
には、ハンガーに衣料品を掛ける際に、より掛け易くなる。
【００１９】
　また請求項４に記載の発明のように、前天面板が先端部の左右の端部に差込突起２およ
び差込突起３を有し、差込突起２および差込突起３を左右天面フラップに設けた切込２お
よび切込３にそれぞれ挿入することにより、前天面板が係止され、底面板との間にポケッ
トを形成するようにした場合には、紙箱をハンガーとして使用する際に、衣料品に付属す
る物品等をポケットに収納することができる。
【００２０】
　また請求項５に記載の発明のように、ハンガー板中央折罫線が、平行する２本の折罫線
からなる場合には、ハンガーの厚さを厚くすることができるため、より使い易くなり、衣
料品の痛みも少なくなる。
【００２１】
　また請求項６に記載の発明のように、底面板の中央部にＵ字型のＵ字型切出し線を設け
、Ｕ字型切出し線を切断してＵ字型切出し線の内部を後側に折り返すことにより、帽子掛
けが形成されるようにした場合には、紙箱をハンガーとして使用する際に帽子も引っ掛け
ることが可能となり、さらに有用性が増す。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】図１は、本発明に係る紙箱における一実施態様の斜視図である。
【図２】図２は、本発明に係る紙箱における一実施態様のブランクシートの平面模式図で
あり、ブランクシートを紙裏から見た状態を示したものである。



(5) JP 2020-193016 A 2020.12.3

10

20

30

40

50

【図３】図３は、図２のブランクシートのハンガー板の左右を内側に折り込んだ状態を示
した平面説明図である。
【図４】図４は、図３の状態から前天面板と左右の天面フラップを折り込んだ状態を示し
た平面説明図である。
【図５】図５は、図１の状態から天面板の左右のハンガー板折罫線を展開しハンガー板中
央折罫線を折ってハンガーを形成した状態を示した斜視説明図である。
【図６】図６は、図５の状態から帽子掛けを折り出すと共に前天面板を引き出してポケッ
トを形成した状態を示した斜視説明図である。
【図７】図７は、本発明に係る紙箱をハンガーとして用いた状態を示したものである。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　以下図面を参照しながら、本発明に係る紙箱について詳細に説明する。図１は、本発明
に係る紙箱における一実施態様の斜視図である。また図２は、本発明に係る紙箱における
一実施態様のブランクシートの平面模式図であり、ブランクシートを紙裏から見た状態を
示したものである。図２において、点線は山折罫線を、一点鎖線は谷折罫線をそれぞれ示
している。
【００２４】
　本発明に係る紙箱１は、１枚のブランクシート（ＢＬ）を折罫線で折って組み立てる紙
箱であって、ブランクシート（ＢＬ）は、図２に示したように、紙裏から見て底面板２を
中心に、下方向には、それぞれ折罫線ａ、ｂを介して前側面板３、前天面板４を連設し、
右方向には、それぞれ折罫線ｃ、ｄを介して右側面板５、右天面フラップ６を連設し、左
方向には、それぞれ折罫線ｅ、ｆを介して左側面板７、左天面フラップ８を連設し、上方
向には、それぞれ折罫線ｇ、ｈを介して後側面板９、後天面板１０を連設している。
【００２５】
　後天面板１０は、折罫線ｉを介して連設され、左右のハンガー板切出し線１２によって
中央部を残して切り出されるハンガー板１（１４）および、ハンガー板１からハンガー板
中央折罫線１６を介して連設されるハンガー板２（１５）を有する。ハンガー板中央折罫
線１６を折ることによりハンガー板１（１４）およびハンガー板２（１５）が重なって１
つのハンガー１３を形成する。ハンガー板１（１４）およびハンガー板２（１５）は、ハ
ンガー板右折罫線１７およびハンガー板左折罫線１８を折込むことにより底面板２と同じ
幅寸法の天面板１１を形成する。
【００２６】
　この例では、ハンガー板２（１５）は先端に差込突起１（１９）を有し、差込突起１を
前天面板４に設けられた切込１（２３）に挿入することにより、天面板が閉じた状態に係
止される。
【００２７】
　図３、図４は、図２に示したブランクシート（ＢＬ）を折罫線で折って図１の状態に組
み立てる途中を示したものであり、図３は、ブランクシート（ＢＬ）のハンガー板１（１
４）およびハンガー板２（１５）の左右をそれぞれ折罫線１８、１７で内側に折り込んだ
状態を示した平面説明図である。図中、網掛部分は紙裏を示し、白い部分は紙表を示して
いる。
【００２８】
　図４は、図３の状態から前天面板４と右天面フラップ６および左天面フラップ８を折罫
線ａ、ｂ、ｃ、ｄ、ｅ、ｆを折って折り込んだ状態を示した平面説明図である。この状態
から、折罫線ｇ、ｈを折ることにより、図１に示したような箱の状態になる。なおこの例
では、この時、天面板１１が閉じた状態で固定されるように、差込突起１（１９）を、切
込１（２３）に挿入することができるようになっている。
【００２９】
　図５は、図１の状態から天面板１１の左右のハンガー板折罫線１８、１７を展開しハン
ガー板中央折罫線１６を折ってハンガー１３を形成した状態を示した斜視説明図である。
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この例では、差込突起４（２２）を切込４（２６）に挿入することにより、２枚のハンガ
ー板１４、１５が一体のハンガーとして固定される。差込突起４（２２）と切込４（２６
）は、必ずしも必須ではなく、これらが無くてもハンガー１３として機能するが、衣類の
掛け易さの点では、差込突起４（２２）を切込４（２６）に挿入して固定した方がより優
れている。
【００３０】
　紙箱１の状態から、ハンガー１３を形成する際に、左右のハンガー板折罫線１８、１７
を展開しなければならないが、この時、本発明に係る紙箱においては、ハンガー板１、２
をハンガー板中央折罫線１６で折って１枚のハンガー１３とするため、左右のハンガー板
折罫線１８、１７の折癖が自動的に解消され、ハンガー１３の平面性が良好なものとなる
。
【００３１】
　ハンガー板中央折罫線１６は、この例では平行する２本の折罫線からなっている。ハン
ガー板中央折罫線１６は、１本の折罫線でも良いが、このように平行する２本の折罫線か
らなる場合には、ハンガー１３に厚みができるため、衣料品を掛けた際に立体感が出ると
ともに、衣料品の痛みも少なくなる。
【００３２】
　図６は、図５の状態から帽子掛け２９を折り出すと共に前天面板４を引き出してポケッ
ト２７を形成した状態を示した斜視説明図である。前天面板４には左右に差込突起３（２
１）、および差込突起２（２０）が設けられており、それぞれ左右の天面フラップ８、６
の付け根部分に設けた切込３（２５）、切込２（２４）に挿入することにより、固定され
るようになっている。
【００３３】
　差込突起２、３の長さに余裕を持たせることにより、図６に示したように前天面板４を
半開きの状態で停止させることができる。このように形成されたポケット２７には、衣料
品の梱包材料やタグ等を保管することができる。
【００３４】
　帽子掛け２９は、底面板２に設けたＵ字型切出し線２８を切断して折罫線ｍを１８０°
折り返すことによって形成される。
【００３５】
　図７は、本発明に係る紙箱１をハンガーとして用いた状態を示したものである。これは
、紙箱１に収納されていた帽子３０とマフラー３１とシャツ３２を店頭においてこのよう
に展示して販売する場合の例である。紙箱１は、店頭のみならず購入者が自宅においてこ
のように保管、展示するためにも使用することができる。
【符号の説明】
【００３６】
１・・・紙箱
ＢＬ・・・ブランクシート
２・・・底面板
３・・・前側面板
４・・・前天面板
５・・・右側面板
６・・・右天面フラップ
７・・・左側面板
８・・・左天面フラップ
９・・・後側面板
１０・・・後天面板
１１・・・天面板
１２・・・ハンガー板切出し線
１３・・・ハンガー
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１４・・・ハンガー板１
１５・・・ハンガー板２
１６・・・ハンガー板中央折罫線
１７・・・ハンガー板右折罫線
１８・・・ハンガー板左折罫線
１９・・・差込突起１
２０・・・差込突起２
２１・・・差込突起３
２２・・・差込突起４
２３・・・切込１
２４・・・切込２
２５・・・切込３
２６・・・切込４
２７・・・ポケット
２８・・・Ｕ字型切出し線
２９・・・帽子掛け
３０・・・帽子
３１・・・マフラー
３２・・・シャツ
ａ～ｍ・・・折罫線

【図１】 【図２】



(8) JP 2020-193016 A 2020.12.3

【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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